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富山県告示第332号 

   港湾施設の概要についての一部改正について 

 港湾施設の概要について（昭和50年富山県告示第 727号）の一部を次のように改 

正する。 

  令和２年７月６日 

                    富山県知事 石  井    一  

 第１の２の⑺の表中 
 
｢ 
〃 米田護岸 〃  犬島～米田 870 〃17 

｣ 

を 
 
｢ 
〃 米田護岸 〃  犬島～米田 1,352 〃17 

｣ 

に改める。 

 第１の３の⑷の表中 

毎週月.水.金曜日発行 
令和２年７月６日 

月 曜 日 
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｢ 〃 
 
〃 
 

８号〃 
 
９号〃 

〃  〃 
 
〃  米田 

62 
 

150 
 

16.0 
 

6.0 

4.0 
 

2.0 
 

〃40 
 
〃41  

 
 〃 
 
〃 

10号〃 
 
12号〃 

〃  〃 
 
〃  上野新 

100 
 

210 
 

6.0 
 

10.0 

2.0 
 

2.0 
 

〃42 
 
〃43－２ 

 
 〃 
 
〃 

13号〃 
 
岩瀬１号〃 

〃  米田 
 
〃  岩瀬天神町 

90 
 

90 
 

取付 20 

6.0 
 

10.0 

2.0 
 

3.5 

〃43－３ 
 
〃43－４ 

｣ 

を 
 
｢ 〃 ８号〃 〃  〃 62 16.0 4.0 〃40 

  
 〃 12号〃 〃  上野新 210 10.0 2.0 〃43－２ 

  
 〃 岩瀬１号〃 〃  岩瀬天神町 90 

 
取付 20 

10.0 3.5 〃43－４ 

｣ 

に改める。 

 第１の８の表中 
 
｢ 〃 
 
新湊 

富岩運河環水緑地 
 
第１水面貯木場〃 

〃  湊入船町 
 
高岡市石丸 

15,117 
 

8,232 

〃93－５ 
 
新78 ｣ 

を 
 
｢ 〃 
 
〃 

富岩運河環水緑地 
 
住友運河緑地 

〃  湊入船町 
 
〃  蓮町 

15,117 
 

9,630 

〃93－５ 
 
〃93－６  

  
新湊 

 
第１水面貯木場〃 

 
高岡市石丸 

 
8,232 

 
新78 ｣ 

に改める。 

                              （港 湾 課）  

 

 

富山県告示第333号 

   土砂災害警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第７条第１項及び第６項の規定により土砂災害警戒区域を次のとおり指 

定及び解除するので、同条第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）の 
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規定により公示する。 

  令和２年７月６日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

土砂災害警 

戒区域の名 

称 

土砂災害警戒区域に指定する区域 

土砂災害の発生原 

因となる自然現象 

の種類 

変更事項 

諏訪町 富山市八尾町諏訪町、八尾町梅苑 

町、八尾町東町、八尾町東新町及 

び八尾町下笹原の区域のうち別紙 

図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定 

一部解除 

青根⑵ 富山市八尾町青根の区域のうち別 

紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定 

一部解除 

二上院内② 高岡市二上の区域のうち別紙図面 

に表示する区域 

土石流 一部解除 

片くせ谷 中新川郡立山町芦峅寺の区域のう 

ち別紙図面に表示する区域 

土石流 一部指定 

一部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂 

災害警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置いて 

縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第334号 

   土砂災害特別警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第９条第１項及び第８項の規定により土砂災害特別警戒区域を次のとお 

り指定及び解除するので、同条第４項（同条第９項において準用する場合を含む。） 

の規定により公示する。 

  令和２年７月６日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

土砂災害特 
別警戒区域 
の名称 

土砂災害特別警戒区域に 
指定する区域 

土砂災害の発生 
原因となる自然 
現象の種類 

自然現象により 
建築物に作用す 
ると想定される 
衝撃に関する事 
項 

変更事項 
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諏訪町 富山市八尾町諏訪町、八 

尾町梅苑町、八尾町東 

町、八尾町東新町及び八 

尾町下笹原の区域のうち 

別紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとお 

り 

一部指定 

一部解除 

青根⑵ 富山市八尾町青根の区域

のうち別紙図面に表示す

る区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとお

り 

一部指定 

一部解除 

 

下向田 高岡市福岡町下向田、福

岡町土屋の区域のうち別

紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとお

り 

一部指定 

一部解除 

 

二上院内② 高岡市二上の区域のうち

別紙図面に表示する区域 

土石流 別紙図面のとお

り 

全部解除 

大谷川 魚津市石垣、大海寺新の

区域のうち別紙図面に表

示する区域 

土石流 別紙図面のとお

り 

指定 

片くせ谷 中新川郡立山町芦峅寺の

区域のうち別紙図面に表

示する区域 

土石流 別紙図面のとお

り 

全部解除 

 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂

災害特別警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置

いて縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第335号 

   救急病院の認定について 

 救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項に規定する救 

急病院として、次のとおり認定したので、同令第２条第１項の規定により告示する。 

  令和２年７月６日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

 
名称 
 

所在地 開設者 認定有効期間 

独立行政法人労 
働者健康安全機 
構富山労災病院 

魚津市六郎丸992番地 
独立行政法人労 
働者健康安全機 
構 

自 令和２年８月１日 
 

至 令和５年７月31日 
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富山県告示第336号 

   富山県労働委員会補欠委員候補者の推薦について 

 富山県労働委員会使用者委員１名の辞任の申出に伴い、その補欠委員を任命する 

ため、労働組合法（昭和24年法律第 174号。以下「法」という。）第19条の12第３ 

項及び労働組合法施行令（昭和24年政令第 231号）第21条第１項の規定により、推 

薦資格のある使用者団体から、使用者を代表する委員の候補者の推薦を次の要領に 

よって求める。 

  令和２年７月６日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 推薦団体資格 

  使用者委員の候補者を推薦する資格を有するものは、富山県の区域内のみに組 

 織を有し、かつ、労働問題を取り扱う使用者団体であること。 

２ 被推薦者資格 

  法第19条の12第６項において準用する法第19条の４第１項の欠格条項に該当し 

 ない者であること。 

３ 推薦手続 

  推薦書（別記様式）を提出すること。 

４ 推薦期間 

  令和２年７月６日(月)から同月14日(火)まで 

５ 推薦書の提出先 

  富山市新総曲輪１番７号 

  富山県商工労働部労働政策課 
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別記様式 
 

                           年  月  日  

  富山県知事    殿 

                 所在地 

                 使用者団体名 

                 代表者名             印 

    富山県労働委員会委員候補者の推薦について 

  労働組合法施行令第21条第１項の規定により、富山県労働委員会の使用  

 者を代表する委員候補者として、次の者を推薦します。 
 

 

 

 

 

 

 

氏名 生年月日 住所  所属会社・工場の 
 名称及び地位 経歴 
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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

令和２年度富山県行政書士試験の実施 

 令和２年度富山県行政書士試験の実施について、一般財団法人行政書士試験研究 

センターから依頼があったので、次のとおり公告する。 

  令和２年７月６日 

                    富山県知事 石  井    一  

 行政書士法（昭和26年法律第４号）第４条第１項の規定により富山県知事から一 

般財団法人行政書士試験研究センターに委任された行政書士試験について、行政書 

士試験の施行に関する定め（平成11年自治省告示第 250号）第８に基づき、次のと 

おり公示します。 

  令和２年７月６日 

                 一般財団法人行政書士試験研究センター  

                     理 事 長 多 賀 谷  一  照  

１ 試験期日 令和２年11月８日（日） 午後１時から午後４時まで 

２ 試験場所 富山大学 五福キャンパス（富山県富山市五福3190番地） 

３ 試験の科目及び方法 

 ⑴ 試験の科目                              
 

試験科目 内容等 

行政書士の業務に関し必要な

法令等（出題数46題） 

憲法、行政法（行政法の一般的な法理論、行政

手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国

家賠償法及び地方自治法を中心とする。）、民

法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し､ 

法令については、令和２年４月１日現在施行さ

れている法令に関して出題します。 

行政書士の業務に関連する一

般知識等（出題数14題） 

政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、 

文章理解 

 ⑵ 試験の方法 

  ア 試験は、筆記試験によって行います。 

  イ 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述 

   式、「行政書士の業務に関連する一般知識等」は択一式とします。 
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  ウ 記述式は、40字程度で記述するものを出題します。 

４ 受験願書及び試験案内の配布と請求方法 

 ⑴ 受験願書及び試験案内の窓口での配布 

  ア 配布期間 令和２年７月27日（月）から同年８月28日（金）まで（ただし、 

   日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規 

   定する休日を除く。） 

  イ 配布場所                              
 

名称 所在地 配布時間 

一般財団法人行政書士試

験研究センター 

東京都千代田区一番町25番地 

全国町村議員会館３階 

午前９時から午後

５時まで 

富山県経営管理部文書総

務課 

富山県富山市新総曲輪１番７号 午前８時30分から

午後５時15分まで 

高岡地方県民相談室 富山県高岡市赤祖父 211番地 

高岡総合庁舎内 

午前８時30分から

午後５時まで 

魚津地方県民相談室 富山県魚津市新宿10番７号 魚

津総合庁舎内 

午前８時30分から

午後５時まで 

砺波地方県民相談室 富山県砺波市幸町１番７号 砺

波総合庁舎内 

午前８時30分から

午後５時まで 

富山県行政書士会 富山県富山市丸の内一丁目８番

15号 余川ビル２階 

午前９時から午後

５時まで 

 ⑵ 受験願書及び試験案内の郵送による配布 

  ア 請求期間 令和２年７月６日（月）から同年８月21日（金）（必着）まで 

  イ 配布期間 令和２年７月27日（月）から同年８月21日（金）まで 

  ウ 配布方法 住所、氏名及び郵便番号を記載し、郵便切手 140円分を貼付し 

   た返信用封筒（角形２号＝Ａ４サイズの受験願書が折らずに入る大きさの封 

   筒）を同封の上、次の宛先まで請求してください。 

    〒 252－0299 日本郵便株式会社 相模原郵便局留 

    一般財団法人行政書士試験研究センター試験課 

５ 受験手続 

 ⑴ 郵送による受験申込み 

  ア 受付期間 令和２年７月27日（月）から同年８月28日（金）まで 

  イ 受付場所 一般財団法人行政書士試験研究センター試験課  
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    受験願書及び試験案内が入っていた封筒を使用し、受付期間内に郵便局の 

   窓口で必ず簡易書留郵便で郵送してください（令和２年８月28日の消印があ 

   るものまで受け付けます。）。 

  ウ 提出書類  

    受験願書（顔写真及び受付郵便局の日付印のある振替払込受付証明書 

    （お客さま用）の貼付があるもの） 

    行政書士試験身体障害者等受験特例措置申請書及び医師の診断書等（対 

    象者のみ） 

 ⑵ インターネットによる受験申込み 

  ア 受付期間 令和２年７月27日（月）午前９時から同年８月25日（火）午後 

   ５時まで 

    インターネットによる受験申込みは、令和２年８月25日（火）午後５時 

    で終了します。同時刻までに入力を完了していないと、接続中（入力中） 

    であっても申込みができなくなりますのでご注意ください。 

    受付期間におけるインターネットによる受験申込みは24時間利用可能で 

    す。入力方法等手続の詳細については、一般財団法人行政書士試験研究セ 

    ンターホームページ（ https://gyosei-shiken.or.jp）をご確認ください。 

    受付最終日（令和２年８月25日（火））は大変混雑し、インターネット 

    が繋がりにくくなることが予想されますので、余裕を持って申し込んでく 

    ださい。 

  イ 受験手数料の払込み 

    受験手数料の払込みは、クレジットカード（申込者本人名義のものに限 

    る。）による決済又はコンビニエンスストアでの支払となります。 

    利用できるクレジットカード 

     ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ、ＪＣＢ、アメリカン・エキスプレス、Ｄｉｎ 

    ｅｒｓ 

    利用できるコンビニエンスストア 

     セブン－イレブン、ローソン、ローソン・スリーエフ、ファミリーマー 

    ト、セイコーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリ 



  10  令和２年７月６日    富 山 県 報          第 4660号   

 

    ーストア、ニューヤマザキデイリーストア 

 ⑶ 受験手数料  7,000円 

   受験手数料の払込み方法については、試験案内をご覧ください。 

   なお、払込みに要する費用は、受験申込者の負担となります。また、一旦払 

  い込まれた受験手数料は、原則として返還しません。 

 ⑷ 連絡先（問合せ先） 

   一般財団法人行政書士試験研究センター 

   所在地 〒 102－0082 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館３ 

             階 

   電話番号 03－3263－7700 

６ 特例措置の実施 

 ⑴ 身体の機能に障害のある方等で、試験中の特例措置（車椅子の使用、補聴器 

  の使用、拡大鏡の持込みなど）を希望される方には、障害等の状況により希望 

  される措置を行うことがあります。 

   なお、申出の時期や障害の内容等によっては希望に沿えない場合もあります。 

 ⑵ 試験中の特例措置を希望される場合は、受験申込み（「郵送による受験申込 

  み」又は「インターネットによる受験申込み」）をする前に、必ず一般財団法 

  人行政書士試験研究センターへご相談ください。 

７ 合格発表の日時及び方法 

 ⑴ 合格発表の日時 令和３年１月27日（水） 午前９時 

 ⑵ 合格発表の方法 

   一般財団法人行政書士試験研究センターの掲示板に合格者の受験番号を公示 

  するとともに、公示後、受験者全員に合否通知書を郵送します。また、一般財 

  団法人行政書士試験研究センターのホームページ（https://gyosei-shiken.or. 

  jp）に合格者の受験番号を掲載します。 

 

 

富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

https://gyosei-shiken.or/
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施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 

  令和２年７月６日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 調達物品等の名称 

   火山対策装備品 

 ⑵ 調達物品等の数量、規格、機能、性能等  

   入札説明書による。 

 ⑶ 契約期間  

   契約締結日から令和２年８月31日まで 

 ⑷ 納入場所  

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令 

  和２年富山県告示第 159号）第１の規定に該当しない者であること。 

  ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に等級が 

  Ａの者として登載されている者であること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令和２年富山県告示第 

   159号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札説明書に定める入札参加申込書を４ 

  ⑶に掲げる期限までに４⑴に掲げる場所に、持参又は郵送（提出期限までに必 

  着のこと。）で提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

   なお、提出した書類に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合 

  は、これに応じなければならない。 

 ⑵ 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって 
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  行うものとする。ただし、同日において２の各号に定める入札に参加する者に 

  必要な資格を満たしている者であっても開札日時までに必要な資格を満たさな 

  くなった場合は、入札に参加することができないものとする。 

 ⑶ 入札参加資格の有無の確認結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書に 

  より通知するものとする。この通知において、入札参加資格の有無が「有」と 

  された者以外の者は、入札に参加することができない。 

４ 入札参加申込書及び入札説明書 

 ⑴ 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所、入札参加申込書の提出場所及 

  び問合せ先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒930-8570 富山県富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部警務部会計課調度係 

         電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

   令和２年７月６日から同年７月13日までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 

  の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場 

  所において希望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札参加申込書の提出期限 

   令和２年７月14日 正午 

５ 入札・開札の日時、場所等 

 ⑴ 入札・開札の日時 

   令和２年７月22日 午前10時 

 ⑵ 入札・開札の場所 

   〒930-8570 富山県富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部９階 901会議室 

 ⑶ 開札にあたっては、入札参加者は、３⑶により入札参加資格「有」とされた 

  一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを必ず持参すること。 

 ⑷ 郵便による入札書の提出を行う者は、３⑶により入札参加資格「有」とされ 

  た一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封のうえ、書留郵便により、 

  令和２年７月21日午後５時15分までに４⑴の公告に関する事務を担当する室課 
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  に必着するよう行わなければならない。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

 ⑶ 入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

  落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を 

 加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額） 

 とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ 

 るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相 

 当する金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、書類等の審査の結果、この公告及び入札説明 

  書に示した条件を満たすと認めた者であって、予定価格の制限の範囲内で最低 

  の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

 ⑷ 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとし、再 

  度の開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度の入札を辞退した 

  ものとみなす。再度の入札の回数は原則として１回を超えないものとする。 

10 その他 
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 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 

 

監査の結果の公表について  

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第１項、第２項及び第４項の規定に 

基づき、令和２年５月に富山県監査委員監査基準に準拠し実施した監査の結果を、 

同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

  令和２年７月６日 

                    富山県監査委員 山 本    徹  

                    富山県監査委員 瘧 師  富士夫  

                    富山県監査委員 天 坂  幸 治  

                    富山県監査委員 伊 東  尚 志  

 

１ 監査対象箇所                    監 査 年 月 日 

人事委員会 人 事 委 員 会 事 務 局 令和２年５月８日 

労働委員会 労 働 委 員 会 事 務 局 令和２年５月８日 

富山海区漁業調整委員会 富山海区漁業調整委員会事務局 令和２年５月８日 

内水面漁場管理委員会 内水面漁場管理委員会事務局 令和２年５月８日 

教育委員会 桜 井 高 等 学 校 令和２年５月29日 

  同 魚 津 高 等 学 校 令和２年５月18日 

  同 魚 津 工 業 高 等 学 校 令和２年５月18日 

  同 新 川 み ど り 野 高 等 学 校 令和２年５月18日 

  同 し ら と り 支 援 学 校 令和２年５月18日 

  同 ふ る さ と 支 援 学 校 令和２年５月18日 

公安委員会 入 善 警 察 署 令和２年５月29日 

  同 魚 津 警 察 署 令和２年５月18日 

  同 富 山 西 警 察 署 令和２年５月21日 

  同 南 砺 警 察 署 令和２年５月12日 

  同 小 矢 部 警 察 署 令和２年５月14日 
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２ 監査対象年度 

  平成30年度及び令和元年度 

 

３ 監査結果 

  財務に関連する事務事業の執行等が適正かつ効率的に行われているか等につい 

 て、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確認するなどの方法により 

 監査したところ、大方の監査対象箇所において、おおむね適正に行われていると 

 認められたが、一部において次のとおり留意改善すべき事項があったので、今後、 

 一層適正な執行に努められたい。 

 

 <<注意事項>> 

  ア 予定価格調書のないものがあった。 

  イ 交通事故による損害が生じた。（２箇所） 
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